
 報告第11号 

 

   専決処分の報告（高額医療合算介護サービス費未支給の和解及び損害賠償）

について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分したので同条第２項の規定により報告します。 

 

 

令和５年６月13日提出 

                       読谷村長 石 嶺 傳 實 



和解及び損害賠償の額を定めることについて 

 

次のとおり高額医療合算介護サービス費未支給の和解及び損害賠償の額を定め

ることについて専決処分とする。 

 

１ 相手方  

 

２ 損害賠償額 47,614円 

 

３ 概要 別紙のとおり 

 

 

令和５年５月25日 

読谷村長 石嶺 傳實 




	15-01_報告第11号_専決処分の報告（高額医療合算介護サービス費未支給の和解及び損害賠償）について20230609
	15-02_報告第11号_専決処分の報告（高額医療合算介護サービス費未支給の和解及び損害賠償）について
	15-03_報告第11号_専決処分の報告（高額医療合算介護サービス費未支給の和解及び損害賠償）について20230608

